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公　　　示

指定整備事業者の行政処分に係る聴聞の実施について

指定整備事業者の行政処分について

（有限会社中山オート商会）

（東京スバル株式会社）

指定整備事業者の行政処分に係る聴聞の実施について

（有限会社塚原自動車工業所）

整備管理者の解任命令処分に係る聴聞の実施について
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公 示

道路運送車両法第９３条、同法第９４条の８第１項及び同法第９４条の４第４項の

規定に基づき、自動車特定整備事業者、指定自動車整備事業者及び自動車検査員に対

し、下記のとおり処分を実施する。

記

１．事業者の氏名又は名称及び住所

東京スバル株式会社

代表取締役 宮澤 和彦

東京都文京区本郷２丁目１３番１１号

２．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

東京スバル株式会社 新宿店

東京都新宿区西新宿４丁目３８番７号

認証番号 第１－３９００号

指定番号 関東指第１－２６０８号

３．処分の内容

（１）自動車特定整備事業の事業の停止命令

停止期間 令和６年 ８月１６日 から

令和６年 ８月２５日 まで １０日間

（２）指定自動車整備事業の指定の取消し

取消年月日 令和６年 ８月１６日

（３）自動車検査員の解任命令

解任年月日 令和６年 ８月１６日

教習修了番号 第６０１８９号

第８３２９７号

４．処分の理由

道路運送車両法第９４条の５、同法第９４条の５第１項、同法第９４条の５第

４項及び同法第９４条の６第１項の規定違反

令和６年８月１６日

関東運輸局長 藤田 礼子
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公 示

道路運送車両法第１０３条及び行政手続法第１３条の規定に基づき、下記により聴聞

を実施する。

記

１．件 名

道路運送車両法第９３条、同法第９４条の８第１項及び同法第９４条の４第４

項の規定による処分について

２．事業者の氏名又は名称及び住所

有限会社中山オート商会

代表取締役 中山 彰之

埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目２２－８

３．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

有限会社中山オート商会

埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目２２－８

認証番号 第４－１０５２号

指定番号 東指第４－２９５号

４．期 日

令和６年８月３０日（金）９時３０分

５．場 所

関東運輸局 自動車技術安全部基準緩和等ヒアリングルーム

神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地

横浜第２合同庁舎１８階

６．理 由

道路運送車両法第９１条第１項、同法第９１条第２項、同法第９１条第３項、

同法第９１条の３、同法第９４条の５第１項、同法第９４条の５第４項及び

同法第９４条の６第１項の規定違反

令和６年８月１９日

関東運輸局長

藤田 礼子
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公 示

道路運送車両法第１０３条及び行政手続法第１３条の規定に基づき、下記により聴聞

を実施する。

記

１．件 名

道路運送車両法第９３条、同法第９４条の８第１項及び同法第９４条の４第４

項の規定による処分について

２．事業者の氏名又は名称及び住所

有限会社塚原自動車工業所

取締役 塚原 静枝

栃木県佐野市栃本町２８０９番地

３．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

有限会社塚原自動車工業所

栃木県佐野市栃本町２８０９番地

認証番号 第６－１６０４号

指定番号 関東指第６－３７０号

４．期 日

令和６年８月３０日（金）１３時００分

５．場 所

関東運輸局 自動車技術安全部基準緩和等ヒアリングルーム

神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地

横浜第２合同庁舎１８階

６．理 由

道路運送車両法第９３条第３号、同法第９４条の５第１項、同法第９４条の５

第４項、同法第９４条の６第１項及び同法第９４条の８第１項第４号の規定

違反

令和６年８月１９日

関東運輸局長

藤田 礼子
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公     示 

 

行政手続法第１３条及び道路運送車両法第１０３条の規定に基づき下記のとおり

聴聞を実施する。 

記 

 
１．件名 

道路運送車両法第５３条の規定に基づく整備管理者の解任命令処分について 

 

２．使用者の氏名又は名称及び住所 

 株式会社 オリオン通商  代表取締役 丸井 啓輔 

 東京都葛飾区東新小岩１－４－４ セルティビル２Ｆ 

 

３．使用者の使用の本拠の位置 

東京都葛飾区東新小岩１－４－４ 

 

４．整備管理者の氏名 

丸井 啓輔 

 

５．聴聞の期日 

令和６年９月１２日（木）午後１時３０分 

 

６．聴聞の場所 

関東運輸局 会議室 

 神奈川県横浜市中区北仲通５－５７ 

 横浜第２合同庁舎 １８階 

 

７．理由 

道路運送車両法第４８条及び同法第４９条の規定違反 

 

 

 

 

 

令和６年８月２０日 

関 東 運 輸 局 長                                    

藤 田  礼 子 

- 5 -


